
  

福山市公告第３７４号  

 

工事成績条件付一般競争入札試行要領（２０１２年（平成２４年）４月１日制定）第３条第１

項の別に定める点数は，次のとおりとする。 

 なお，２０１５年（平成２７年）６月３日付け福山市公告第３２９号は，廃止する。 

 

２０１６年（平成２８年）５月１７日 

 

 

福山市長 羽 田   皓    

 

 

 土木一式工事  ７４点 

 建築一式工事  ７７点 

 電気工事    ７６点 

 管工事     ７８点 

  

 

【 参考 】 

工事成績条件付一般競争入札試行要領抜粋 

（入札に参加する者に必要な資格） 

第３条 工事成績条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格は，入札に参加しようとする

工事と同じ工種で，福山市（上下水道局を含む。）が発注した工事（最終の契約金額が５００

万円以上のものをいう。）の過去３年度間（入札に参加しようとする年度の前３年度間をい

う。）の工事成績の平均点が別に定める点数以上であることとする。 

２ 前項の資格には，別の事項を付加することを妨げない。 


